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★広報いなは再生紙を
　使用しています。

大豆油インキ「SOY INK」を使用しています

町民ギャラリー町民ギャラリー 作品募集
！
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●町長相談	 企画課 ２２１４
ところ／役場₂階町長公室
町政全般について、町長が直接相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。

●教育相談	 教育委員会 ２５２１
ところ／役場₂階教育長室
教育長が、教育問題についての相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。

●暴力団被害相談	 生活安全課 ２２８２
と　き／1４日（第₂火曜）　13:00〜16:00
ところ／役場₂階第₈会議室
上尾警察署員が暴力団員等による不当な行為で困って
いる方の相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。

●行政相談	 住民相談室 ２２１１
と　き／21日（第₃火曜）　10:00〜12:00
受　付／役場₂階住民相談室
行政相談委員が、国・県・町の行政に関する要望や苦
情などの相談に応じます。

●事業とくらしの相談	 住民相談室 ２２１１
と　き／15日（第₃水曜）　13:00〜16:00
受　付／役場₂階住民相談室
行政書士が会社設立、農地転用、各種許認可、相続、
成年後見などの相談に応じます。

●法律相談	 住民相談室 ２２１１
と　き／2４日（第₄金曜）　13:00〜15:00
受　付／役場₂階住民相談室　12:00〜1４:30受付順
弁護士が、契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟の
手続きなどの相談に応じます。

●住宅リフォーム相談	 住民相談室 ２２１１
建築士が住宅リフォーム対策についての相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。

●消費生活相談	 産業振興課 ２２３４
と　き／₂ ・₉ ・ 16 ・ 23 ・ 30日（木）　10:00〜15:00
ところ／役場₂階第₈会議室
消費生活相談員が消費者契約トラブル等の相談に応じ
ます。

●女性相談	 人権推進課 ２２４１
と　き／₈日（第₂水曜）　10:00〜12:00
ところ／役場₂階第₈会議室
女性相談員が、女性のための相談に応じます。

●児童相談	 子育て支援センター ７２８-３４８２
と　き／17日（金）　10:00〜15:00
ところ／子育て支援センター（小針内宿1538）
相談員が、子どものしつけや生活についての相談に応
じます。

●結婚相談	 社会福祉協議会 ７２２-９９９０
　　　　　　　　　　　　  小室５０４９-１

と　き／15日（水）　9:30〜11:30
ところ／ふれあい福祉センター点訳室
相談員が結婚を希望する方の相談に応じます。

●心配ごと相談	 社会福祉協議会 ７２２-９９９０
と　き／₈・22日（水）　9:00〜12:00
ところ／ふれあい福祉センター相談室
民生委員・児童委員が、生活上の迷い、困りごとの相
談に応じます。

就学前のアイドルの写真を募集中です。年齢、
コメント、連絡先を明記し、どしどしご応募く
ださい。写真は粗品付きで返却します。

２月中の町内交通事故
（　）内は２月までの累計

◦発生件数	 81件（	148件）
◦人身事故	 18件（	 38件）
◦物損事故	 63件（	110件）
◦死　　者	 0人（	 0人）
◦負 傷 者	 20人（	 48人）

新入学（園）児を
交通事故から
守りましょう
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くん（1歳1か月）

「これからも、ずっと仲良し
　　　  兄弟でいてください。」
父・母／悟史さん・綾子さん（羽貫）
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　葵
あお

海
み

ちゃん（３歳）

「埼玉に咲く向
ひ ま わ り

日葵の海のように
健やかに育ちますように」
父・母／大作さん・真理子さん（志久）

松
まつざき

﨑　瑠
る な

菜ちゃん（1歳3か月）

「大スキなミッキーに
また会いに行こうね。」
父／祐弥さん（小針内宿）
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俳句・短歌・書道
写真
絵画・工芸

問・あて先　〒362-8517
伊奈町大字小室9493番地
企画課秘書広報係

721-2111 2213
e-mail  kouhou@town.saitama-ina.lg.jp

※作品の応募締切は、原則前月の 5日までです。
　詳しくは、企画課秘書広報係へお問い合わせください。

【募集要項】①対象作品は、町内在住・在勤、または町内で活動されている
方が制作したものに限ります。　②俳句・短歌を除くすべての作品を写真に
収め、郵送または企画課に直接お持ちください。　③デジタルカメラで撮影
された場合は、上記あてにメールでお送りください。　④応募の際は、住所、
氏名、電話番号の記入をお忘れなく。


